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[環境経営理念]

株式会社　福井組は、全社員で積極的に環境保全活動を実施し、資源の

有効利用に努力します。

教育(環境・教育)を継続的に行い、環境保全活動の定着、向上に努めます。

[環境経営方針]

　環境経営理念に基づき、以下の環境方針を定め、積極的に取り組みます。

１．ＩＣＴ機械導入による、人手不足解消及び従業員の育成により、資源の

　　削減を行い、地球環境にやさしい会社創りに努めていきます。

２．当社の事業活動による環境への負荷を認識し、環境経営の継続的な改善を

　　行い、社会的責任に努めます。

３．当社の事業活動に関わる環境関連の法令、徳島県条例その他を遵守します。

　　

４．従業員に環境教育を行い、環境に配慮した建設現場作りに以下の項目に

    勤めます。

・二酸化炭素排出量の削減

・廃棄物発生抑制及び適正処理

・水使用量の削減

・事務所及び現場周辺のアドプト等の活動に参加

・環境に配慮した工法の採用

５．この環境経営方針は、全従業員に周知するとともに、環境経営レポート等

　　により社外へも公表します。

制定日：

改訂日：

株式会社　福井組

代表取締役

環　境　経　営　方　針

令和 2年 1月10日

平成21年11月24日

福井　孝典
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社　福井組
代表取締役社長　福井　孝典

（２） 所在地
本　　社
〒779-0315
徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３５－１
TEL：088-689-1055 FAX：088-689-4178
e-mail：fukui@fukuigumi.co.jp
http：//www.fukuigumi.co.jp
資材倉庫
徳島県鳴門市大麻町市場字川縁３６

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者：高橋　一清 TEL：088-689-1055

（４） 事業内容

徳島県知事許可(特-29)　第1205号

土木、建築、大工、左官、とび・土工、石、管、ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ、鋼構造物、

鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ｶﾞﾗｽ、塗装、防水、屋根、内装仕上、熱絶縁、

建具、水道施設工事業

産業廃棄物収集運搬業許可番号：徳島県知事許可3600010348

(自社発生分のみの運搬に限る。)

（５） 事業の規模

単位 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(百万円) 30 30 30 30 30

(百万円) 1226 993 904 1279 1556
(　人　) 27 27 27 27 25

( ｍ2  ) 234 234 234 234 234

（６） 事業年度

１月～１２月

□認証・登録の対象組織・活動

株式会社　福井組
全組織・全活動

登録組織名：
活動：

2．取組の対象組織・活動の明確化

延べ床面積

従業員

工事高

事業の規模

資本金
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(全般)

(人事・総務)

(工事部・全般)

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施及び管理に必要な、人、設備、費用、時間能技術者を用意

・環境管理責任者を任命

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標の設定を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・環境経営システムを構築し、実施し、管理

・法規制等の要求事項登録簿を承認

・環境経営活動実施計画書を承認

・環境経営活動の取組結果を代表者へ報告

・環境管理責任者、ＥＡ２１推進会議の事務局

・環境への負荷の自己チェック及び環境への取組の自己チェックの実施

・「環境関連法規等チェックリスト」の作成

・環境経営目標・環境経営活動実施計画書原案の作成

・環境経営活動実施計画の実績集計

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・自部門における環境経営システムの実施

・自部門における環境経営方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・環境関連法規等の巡視と評価

・自部門に関連する環境経営目標及び環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・特定された項目の手順書作成及び運用管理

・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成、テスト・訓練・記録

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置

・環境経営方針を理解と環境への取組の重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境経営活動へ参加

経　営　層

全従業員

営　業　部

3.株式会社　福井組　環境経営システム組織図

代 表 取 締 役

専 務 取 締 役

取締役(管理責任者)

安全・品質管理部総　務　部

常務取締役(統括部長)

環境管理責任者

部 門 長

環境事務局

改定日：2021年 4月 5日

工　事　部

資材倉庫

役　割　・　責　任　・　権　限

環境管理
責 任 者

環    境
事 務 局

社    長
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・全　　体(事業所+建設現場) （2019年～2021年の3ケ年目標）

二酸化炭素排出量削減＊1 kg-CO2

・電気使用量削減 kWh

・ガソリン使用量削減 L

・軽油使用量削減 L

・灯油使用量削減 L

・ガス使用量削減 kg

水総使用量削減 m3

事務用紙削減 kg

一般廃棄物排出量削減 kg

産業廃棄物排出量削減 kg

組織本来の取組 項目

＊１．電力使用に伴う二酸化炭素排出量は、四国電力のH30年度実排出係数　0.535 kg-CO2 を使用。

次年度環境経営目標

・全　　体(事業所+建設現場) （2022年～2024年の3ケ年目標）

二酸化炭素排出量削減＊1 kg-CO2

・電気使用量削減 kWh

・ガソリン使用量削減 L

・軽油使用量削減 L

・灯油使用量削減 L

・ガス使用量削減 kg

水総使用量削減 m3

事務用紙削減 kg

一般廃棄物排出量削減 kg

産業廃棄物排出量削減 kg

組織本来の取組 項目

＊１．電力使用に伴う二酸化炭素排出量は、四国電力のR3年度実排出係数0.445kg-CO2 を使用。

4.環境経営目標

6.0 6項目以上 6項目以上 6項目以上

36.0 35.8 35.6 35.5

4,182.8 4,161.9 4,141.0 4,120.1

239.0 237.8 236.6 235.4

527.8 525.2 522.5 519.9

2,542.7 2,530.0 2,517.3 2,504.6

14.0 13.9 13.9 13.8

19,952.3 19,852.5 19,752.8 19,653.0

55,885.3 55,605.9 55,326.4 55,047.0

231,099.5 229,944.0 228,788.5 227,633.0

40,569.0 40,366.2 40,163.3 39,960.5

目　　　的 単位

基準年度 目　　　標

(2016～2018年の
実績平均値)

2019年
(基準年0.5％削減)

2020年
(基準年1.0％削減)

2021年
(基準年1.5％削減)

目　　　的 単位

基準年度 目　　　標

(2019～2021年の
実績平均値)

2022年
(基準年度より

0.5％削減)

2023年
(基準年度より

1.0％削減)

2024年
(基準年度より

1.5％削減)

274,205.2 272,834.2 271,463.1 270,092.1

44,199.0 43,978.0 43,757.0 43,536.0

22,425.0 22,312.9 22,200.8 22,088.6

75,760.0 75,381.2 75,002.4 74,623.6

2,811.0 2,796.9 2,782.9 2,768.8

16.8 16.7 16.6 16.5

4,317.4 4,295.6

210.7 209.6 208.6 207.5

514.0 511.4 508.9 506.3

6.0 6項目以上 6項目以上 6項目以上

102.8 102.3 101.8 101.3

4,361.0 4,339.2
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5.環境経営目標の実績・評価
・全　　体(事業所+建設現場)

項　　　目 単位 達成率

二酸化炭素排出量 kg-CO2 85.3% 〇

・電気使用量 kWh 73.3% △

・ガソリン使用量 L 80.5% 〇

・軽油使用量 L 82.2% 〇

・灯油使用量 L 76.3% △

・ガス使用量 kg 78.8% △

水総使用量 m3 114.8% ◎

事務用紙削減 kg 139.8% ◎

一般廃棄物排出量 kg 47.7% ×

産業廃棄物排出量 kg 108.3% ◎

組織本来の取組 項目 100.0% ◎

評価： ◎100％以上・〇80％～100％・△60％～80％・×60％以下

目標値 実績 評　　　価

227,633.0 266,873.4

工事件数増加に対して二酸化炭素搬出量
は、目標に対してほぼ満足できる結果になっ
ている。

39,960.5 54,544.0

工事件数増加による夏場の冷房使用量が
多く、目標が達成できていない、熱中症に注
意しながら適正温度の調整、時間外労働削
減が必要。

19,653.0 24,426.4

工事件数増加により、箇所毎での重機、機
械使用の増加によるもの。
各現場毎では、リース等により、低燃費の機
械は使用できていた。
今後も、継続し使用量削減に取り組んでい
く。

55,047.0 66,974.2

2,504.6 3,284.0

工事件数増加による、時間外労働等による
冬場のストーブ使用が増加している。

13.8 17.5

工事件数による使用量増加による。

235.4 205.0

工事件数に対して、目標は達成できている。
今後も、継続して使用量削減に取り組んで
いく。

519.9 372.0

電子化による確認、提出が多くなってきてい
るため、使用量が削減でき目標が達成でき
た。
今後も継続して削減に取り組んでいく。

6.0 6.0

従業員への環境教育・環境に配慮した建設
現場作りの機会の6項目全てで達成した。

35.5 74.4

工事件数増加による。
購入材料等の見直しを行い削減していく。

4,120.1 3,803.4

工事内容による目標が達成できている。
再資源化に向けた取り組みを継続していく。
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6.環境経営計画の実績・評価

1月～4月 5月～8月 9月～12月

空調温度の適正化
(冷房28℃、暖房20℃)

総務部・工事部 〇 △ 〇

不要な電源　OFF 総務部・工事部 〇 〇 〇

照明、窓等の清掃 総務部・工事部 〇 〇 〇

効率的なルートの配送 環境管理責任者 〇 〇 〇

アイドリングストッﾌﾟ 環境管理責任者 △ 〇 〇

低燃費重機等の使用 環境管理責任者 〇 〇 〇

空気圧の点検・車内整理 環境管理責任者 〇 △ 〇

紙製品の搬出量の低減 総務部 〇 △ △

製品の不良率の低減 工事部 〇 〇 〇

不要物の持込の禁止 工事部 △ 〇 〇

事務用紙の削減 コピー紙の裏紙使用 総務部 〇 〇 〇

節水の心掛け 総務部 〇 〇 〇

洗車・工具等の洗浄回数の低減 工事部 〇 〇 〇

清掃・美化活動の推進 総務部・工事部 〇 〇 〇

アドプト活動への参加 営業部 〇 〇 〇

工事現場の事前環境調査 工事部 〇 〇 〇

購入する資材の配慮 工事部 〇 〇 〇

再資源の積極的な取組 工事部 〇 〇 〇

グリーン購入の推進 総務部・工事部 〇 〇 〇

組織本来の取組

夏場の冷房調整ができていなかった。体調管理を整え
熱中症に注意し適正温度に心がける。
外出等の時は、未使用スペースの電気を切り外出して
いる。
空き時間等に積極的に清掃活動が実施できている。

水道水の削減

立案のポイント 目標達成手段 責任者
達成評価

取組実績の評価

電力の削減

燃料の削減

＊）４カ月に１回評価を行う。 達成度    良い        〇
　　　　　　まあまあ　△
　　　　　　悪い　      ×

燃料の削減は達成できなかったが、各現場での使用機
械等は新しい機械等をリースすることで使用量の削減
にはつながっている。

産業廃棄物は工事の種類により大きく左右されるが、
一般廃棄物は計画段階で削減が可能なため、購入材
料の検討を行い削減が必要

工具等はまとめて洗浄し使用量を削減している

各現場での周辺清掃活動はできている。
新型コロナウイルスの影響で地域イベント等は削減し
ているが、参加要望がある箇所へは積極的に参加が
できている。
現地の踏査により、必要な資材等を検討し積極的に再
資源材を使用している。

一般廃棄物・
産業廃棄物の削減

確認等は裏紙を使用すると同時に電子化での確認に
より使用量が削減できている
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7.環境経営計画・次年度の取組

具体的な計画 責任者

電力使用量の削減

・空調温度の適正化 ・適正温度の維持

  冷房：28℃　暖房：20℃

・不要な電源OFF ・不必要な電源使用禁止の徹底

・照明、窓等の清掃 ・定期的に清掃活動を実施する

燃料使用量の削減

・効率的なルートの配送 ・行先の時間を明確し、効率的な移動を行う

・アイドリングストッﾌﾟ ・不必要なエンジンは停止することを心掛ける

・低燃費重機等の使用 ・リース等により、新しい機械等を借りる

・空気圧の点検・車内整理 ・日常点検を確実に実施する

・紙製品等の削減

・不要物の持込禁止

・製品の不良品の削減

・不要物の持込禁止

・裏紙の再利用

・電子化による用紙の削減

・節水を心掛ける 総務部

・洗車・工具等の洗浄回数の低減 工事部

・清掃・美化活動の推進 総務部・工事部

・アドプト活動への参加 営業部

・工事現場の事前環境調査 工事部

・購入する資材の配慮 工事部

・再資源の積極的な取組 工事部

・グリーン購入の推進 総務部・工事部

組織本来の取組

・計画の段階で十分に調査して決める。

事業所及び建設現場

目標課題 次年度への取組

総務部
工事部

二酸化炭素排出量削減

総務部

環境管理責任者

総務部

・分別解体を確実に行う。

・引き続き日常的な節水励行。

・地域イベント等の参加

・リサイクル分別をきちんとし、資源の再利用を行う一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

事務用紙使用量の削減

上水使用量の削減

・今取組を継続し用紙の削減を行う。

工事部
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※ 該当しなかった場合は該当なしと記載

遵守状況の確認 判定

書類の確認

　　問題なし

該当なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

該当なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

・建築物の解体等の石綿飛散防止

・ブルドーザ、クローラクレーン、くい打ち機、 書類の確認

　タワークレーン、ドリルジャンボなど 　　問題なし

・協力会社の持ち込み建設機械など

・判断基準に基ずく管理(簡易点検　4回/年)

・破壊の措置

・内装仕上げ・換気設備及び天井裏等の工事 書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

書類の確認

　　問題なし

○環境関連法規制等の順守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
　また、過去３年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。

徳島県環境条例
・公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため
に必要な措置を講ずる責務を有する

鳴門市環境基本条例
・公害を防止し、廃棄物を適正に処理し、及び自然環
境を適正に保存するために必要な措置を講ずる

セメント及びセメント系の固化材
を使用した改良土の六価クロム溶
出試験実施要領

・国土交通省、農林水産省直轄工事

・地盤改良工事

消防法
・少量危険物の取り扱い

該当なし
・火気の使用

騒音規制法・振動規制法

・杭打ち機、びょう打機、削岩機、空気圧縮機等

　を使用する作業

・特定建設作業・適用指定地域

浄化槽法
・清掃及び法定点検
(保守点検4回/年、清掃1回/年、法定点検1回/年)

オフロード法

フロン排出抑制法 点検済み

建築基準法

排出ガス対策型建設機械普及促進
規定

・国土交通省直轄工事及び県工事（特記仕様書）

・協力会社の持ち込み建設機械など

建設副産物適正処理推進要綱
・建設副産物が発生する建設工事

建築物の解体等に係わる石綿飛散
防止対策マニュアル

・解体・改修工事に伴う石綿等の除去作業等
該当なし

家電ﾘｻｲｸﾙ法

・特定家庭用機器の排出（作業所あるいは詰め所

　の家電が対象）

・特定家庭用機器（ｴｱｺﾝ、冷蔵庫）

建設廃棄物処理マニュアル
・産業廃棄物の処理、委託

再生資源利用省令

・解体工事、土工事、外構工事

・指定副産物：建設発生土、ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙ

　ﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の利用

建設ﾘｻｲｸﾙ法

・解体工事-80m2以上・新築・増築工事-500m2

　以上・修繕・模様替工事-1億円以上・その他の

　工作物に関する工事（土木工事等）-500万円

　以上

・新築工事及び解体改修工事

労働安全衛生法

・解体・改修工事に伴う「石綿等」の除去作業

・「石綿等の除去作業（封じ込め、囲い込み作業　

　含む）

リサイクル法
・解体工事、土工事、外構工事、型枠工事、木工事

・指定副産物

8.環境関連法規制等の遵守状況

法　令　又　は　条　例 適　用　さ　れ　る　事　項

廃棄物処理法

・委託先の許可確認、委託契約の締結・契約書5年間
保管
・マニフェスト管理票交付等
・管理票交付状況報告書
(県知事へ前年度処理量と次年度排出抑制の報告)



P.9

場所　本社事務所
日時　2022年  1月　14日　13時～16時　

9.代表者による全体の評価と見直し結果・指示

出席者　社長:福井孝典　環境責任者：高橋一清
管理責任者　 社長 管理責任者

成果・実績のインプット情報 確実な評価判断 アウトプット情報・改善指示 指示の対策及び周知
2022年1月13日 2022年1月14日 2022年1月14日 2022年1月14日

①教育訓練状況と結果(人材育成の観点） ■EA21成果の『妥当性』 ■環境経営方針　　　　　　　　□有☑無 具体的対策・決裁・周知

計画に沿った教育の実施が出
来ていた。特に全従業員教育
である環境活動については、
一般的な事から環境に対する
自覚が高まり、個々の活動が
行えるようなってきた。継続
して今後も活動の意味を理解
し、自らの役割を果たして欲
しい。

エコアクション２１の趣旨に
則り行われている。
各プロセスが妥当だと判断
し、引き続き活動を行う。
ＰＤＣＡサイクルの重要性を
再認識させ、環境活動に取り
組む。

当社の環境への負荷を意識
し、引き続き全従業員で取り
組む。

ＰＤＣＡサイクルがＰＤＣで終
わらないような取組を行う。全
従業員に活動の意味を認識させ
成果へと繋げる。

②環境経営目標、環境経営計画の進捗度及び結果

目標については、各プロセス
が適切に行われ、概ね達成出
来ていた。各部門、現場にお
けるエネルギー低減活動の実
施効果が現れてきたと思われ
る。業務改善では、現場での
安全管理の計画・取組。経営
管理者との報連相が今後の課
題と思われる。

■EA21成果の『有効性』

■環境経営目標、環境経営計画　 　☐有□☑無 具体的対策・決裁・周知

各プロセスは計画通り実施出
来ていた。
受注額の変動により実績数値
は影響を受けるので、常に目
標を見直しながら原単位管理
し、目標進捗率も会議で報告
を行って欲しい。

活動をより確実なものにする
為、現況の受注高、情勢を把握
した目標の監視測定を行いま
す。
環境保全対策・目標達成に取り
組む。

■EA21成果の『適切性』

活動の内容はまとめられ適切
に推進している事は良いと判
断している。環境活動の実施
は、経費削減に大きな効果を
発揮するので、経営判断に役
立つと思う。さらなる活動成
果を期待している。

近隣住民の意見を聞きできる
限りの要望での作業を進行し
ていくこと。

⑦周辺状況の変化・当社にとり重要情報

③法遵守の定期的評価結果

現在までに、違法行為はして
いないが、各工事現場におい
て様々な法に対しての規定に
なると思われるので、事前に
十分な確認をし、作業を進め
てほしい。

④経営システムの実施状況

ＰＤＣＡサイクルの有効性・機能性

ＰＤＣＡサイクルでの実行を
しているが、特に計画時には
一人で考えずが相談をし、協
力し少しでも無駄をなくして
いってほしい。

環境活動への取組は出来てい
るが、安全衛生計画書に基づ
いた実効性のある管理・活動
を展開して欲しい。

⑨前回レビューのフォローアップ事項

■実施体制　　　　　　　　□有☑無 具体的対策・決裁・周知

環境コミュニケーションの取
り組、環境関連法規の取りま
とめ及び遵守等の実施は、建
設業の社会的責任であり、社
会からの信頼は、当社の原点
である信用と信頼の会社造り
に当てはまり、有効性は期待
できると思う。環境から安全
管理、収益確保へと取り組ん
で欲しい。

管理責任者を中心に目標を達
成していく。
各部門長及び従業員全員が環
境に配慮した作業場所にして
いき二酸化炭素の排出削減及
び再資源利用に取り組んでい
く。

各現場においても安全管理に重
点を置きながらも、環境配慮に
努め社会に信頼を得る活動を行
います。
ムリ・ムダ・ムラのない行動を
確実に行い資源の有効活用に取
り組んでいきます。

⑤問題点の是正処置・予防処置

受注工事の関係が計画上問題
だが、その都度見直しを行い
計画の修正を計る。

⑥利害関係者の意見・要望事項

特になし。

注意点：●妥当性：EA21要求事項を満たす上でPDCAは十分であるか。
　　　  ●適切性：当社EMSが周囲の状況変化に対し、身の丈にあっているか。
　　　　●有効性：システム及びパフォーマンスの継続的改善が『見える化』されているか。法遵守の仕組みは万全でパフォーマンスは安心
できるか。

完成工事高は昨年とほぼ同
じ。景気動向に期待し、現状
維持に取り組む。

■特命事項　　　　　　　　□有☑無 具体的対策・決裁・周知

安全管理活動の実施。
リスクアセスメントの充実。
（不慣れなものが感じる危険
性の把握）
環境活動の継続。

安全衛生計画書の作成・実施。
大規模災害に備えた訓練。
環境活動の継続。

⑧緊急事態への準備対応手順書テスト結果 ■『気付いた点』

手順書を基に訓練が実施でき
ている。




